
つるがしま市議会だより第203号〔13〕

委
員
会
審
査

条

例

等

鶴
ヶ
島
市
個
人
情
報
保
護
条
例
を
廃

止
す
る
条
例
に
つ
い
て

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
個
人
情
報
保

護
制
度
が
法
制
度
に
一
元
化
さ
れ
る

た
め
の
も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条

例
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
職
員
の
定
年
引
き
上
げ
等
に
関

し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
す
る

も
の
で
す
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
及
び
埼
玉
県
職
員
の

給
与
改
定
に
合
わ
せ
、
一
般
職
の
職

員
の
給
料
月
額
及
び
勤
勉
手
当
の
支

給
割
合
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
地

方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

職
員
の
定
年
の
引
き
上
げ
等
に
関
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

議
会
議
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
と

の
均
衡
を
図
る
た
め
支
給
割
合
を
改

定
す
る
も
の
で
す
。

議案第54号議案第55号議案第56号議案第57号

市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
及
び
教
育
委
員
会
教
育
長
の

給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
委
員
会

教
育
長
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
職

員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
と
の

均
衡
を
図
る
た
め
支
給
割
合
を
改
定

す
る
も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
等
に

係
る
手
数
料
の
規
定
を
改
正
等
す
る

も
の
で
す
。

議案第58号議案第59号

小
学
校
修
学
旅
行
キ
ャ
ン
セ
ル
料

等
支
援
事
業

中
学
校
修
学
旅
行
キ
ャ
ン
セ
ル
料

等
支
援
事
業

コ
ロ
ナ
禍
で
の
保
護
者
の
参
加

意
向
と
キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
算
出

方
法
は
。

保
護
者
全
体
の
85
㌫
以
上
の
参

加
意
向
に
よ
り
修
学
旅
行
を
実

施
す
る
。
キ
ャ
ン
セ
ル
料
は
、
前
日

キ
ャ
ン
セ
ル
を
想
定
し
て
算
出
し
た
。

ＱＡ

令
和
４
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予

算
１
件
及
び
特
別
会
計
補
正
予
算
２

件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計（
第
７
号
）

庁
舎
維
持
管
理
事
業

電
気
料
金
の
値
上
げ
率
は
。

当
初
予
算
と
比
較
す
る
と
、
市

役
所
庁
舎
の
電
気
料
金
は
約
68

㌫
、
ガ
ス
料
金
は
約
65
㌫
、
公
共
施

設
全
体
で
は
約
24
㌫
の
増
額
と
な
っ

て
い
る
。

ＱＡ

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付

金
に
要
す
る
経
費
を
補
正
す
る
も
の

で
す
。介

護
保
険
特
別
会
計

高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事

業
計
画
策
定
事
業
に
要
す
る
経
費
を

補
正
す
る
も
の
で
す
。

令
和
４
年
11
月
12
日
、
産
業
ま
つ

り
の
開
催
に
合
わ
せ
て
実
施
さ
れ
た

交
通
安
全
フ
ェ
ア
に
参
加
し
ま
し
た
。

12
月
６
日
、
冬
の
交
通
事
故
防
止

運
動
に
お
け
る
街
頭
指
導
に
参
加
し

ま
し
た
。

に
伴
い
、
鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
及
び

鶴
ヶ
島
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

運
動
用
自
動
車
の
使
用
、
選
挙
運
動

用
ビ
ラ
の
作
成
及
び
選
挙
運
動
用
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
に
要
す
る
費
用
に
つ

い
て
、
公
費
負
担
の
限
度
額
を
引
き

上
げ
る
も
の
で
す
。

市
道
の
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

道
路
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
る
も
の
で
す
。

市
道
の
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

道
路
法
第
10
条
第
３
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
す
。

議案第65号議案第66号

鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
及
び
鶴
ヶ
島
市

長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自

動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正

議案第60号

ヶ
島
市
交
通
安
全
議
員
連
盟
と

鶴
ヶ
島島
市市
交交
通通
安
全
安
全
議
全
議
員
議
員員
連連
盟
と

し
て
こ
ん
な
活
動
も
し
て
い
ま
す

し
て
こ
ん
なな
活
動
活
動
も
動
も
し
て
い
ま
す


